
態 首。当事者電家族委員会からのメッセージ  パ
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国民が求める精神保健医療改革  

騒   こころの健康政策構想会議謹言について  

汐  一脚絆脚絆鴎一鵬粛沖粛貯鴎脚絆鴎鴎－ぜ画狩㊥好廉  

前途に希望が見えず、激しく括れ動く日本の社会。そのなかで、ますます人  

ぼ 開園係が希薄になり孤立してゆく市民。いま日本ではうつ病が年々、これまで  

態   にない勢いで増加し精神疾患か草延する中で、自殺率は先進国で一位と言わ  

れ、12年間続けて3万人を超えています。   

私たち精神疾患の当事者と家族も、この病に篠ってからは人生が一変しまし  

た。その苦難は筆舌に尽くしがたく、国の対策の遅れを深刻な問題と感じるよう  

になりました。それとともにこのような国民のこころの健康の危横を目の当り  

にして、私たちほ現状を放置すれば私たちと同じ過酷な状況に陥る人が次々と増  

え続け、私たちの将来は勿論、日本の未来が危うくなることにも思い至りました。   

折しも私たち当事者と家族は、同じように精神保健と精神医療の現状に深い  

憂慮を抱く専門家の方たちと出会い、共に「こころの健康政策梼想会議」を立ち  

上げ提言をまとめることとなりました。この提言は、一貫して精神疾患に関わ  

る当事者とその家族のニーズと意見をもとにして作られました。  
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 態 謹言の車で求めていること  
ぼ 鴎一触鴎一脚将一触一抽鵬戯一純一脚絆鵬一触鴎  

敬  白殺や精神疾患の弊害から国民を救済するには、まず国民全体の精神保健を  

拶  充実きせなければなりません。心の変調について学校や地域の窓口で気軽に相  

態   談でき、熟練した多職種の支援者がチームで対応し、訪問も行ないます。その  

ぽ  ときに専門知識とともに大切なのはきめ細かい心の交流による理解と信頼閑  

態  係です。支援者には高い資質が求められ、充実した養成研修が不可欠です。ま  

ぜ  
た、地域の社会資源を使っての長期にあたる給食的ケ‾スマネジメソトが必要  

になります。その前畏として、啓発及び福祉や教育等との緊密な連携が不可欠  

ですが、今回は先ず精神保健と精神医療に限って提案します。   

精神疾患に罷っても本人と国の被害をできるだけ少なくするには、特に若い  

人々か確息したときに直ちに治療を開始してなるべく早く回復させ、社会の活  

動に戻さなければなりません。これまでその対策が遅れていたために、40万  

人から300万人とまで言われている「ひきこもり」が発生し、社会の重大な問  

題になっています。重症化して入院するまで放置される今のあり方を早急に改  

めなければ、多くの若者の人生が損なわれ国の損失が嵩みます。   

一方で、地域で暮らす患者を支えている家族に対しても支援が必要であるこ  

とが、最近になってようやく認識されるようになりました。若者が寝息したと  

きに家族も支援を受けると、若者の回復に確実に良い効果を及ぼすことが分か  

ってきています。いまの日本では家族に支援がなく社会からの理解と支援かあ  

まりにも乏しいために、家族は孤立の中で何の見通しもないまま何十年にもあ  

たる計り知れない負担を強いられ、自らも心身を病み経済的にも追い詰められ  

て絶望のうちに日々を送っています。精神疾患の重症化は当事者とともに家族  

をも破壊しています。重症イヒした当事者と家族のなかの多くの人々が、医按と  
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ぽ  

態  福祉から必要な支援が得られず、自殺や心中の決行を願いますが、やっとのこ  

とで思いとどまっています。病状が惑イヒして自分から支援を求められなくなっ  

た患者を抱え、疲弊して気力が萎え、成り行き任せになった家族に対して何の  

支援もない社会の現状は、あまりにも配慮に欠け過ぎます。それに耐えている  

状況はまさに人権の放棄であり、社会不安の温床です。家族に対する支援ほ、  

輿紫の課題です。   

次に地域での医療支援のあり方としては、これまでのように精神科医療検閲  

でほ患者が来るのを待っているだけで、重症化してから入院治療を行なうやり  

方を抜本的に改革し、さまざまな職種で構成されたチームが医療機関から地域  

に出向いてサービスを提供し、入院を痺力減らして、自宅で治療を受けられる  

よう紅することを求めます。外来診療もチームで行ないます。   

治療旺あたってほ特に心理・社会的支援を重視し、社会に参加しながらの経  

験を大切にして治療が為されるよう求めます。回復（リカバリー）という青菜  

が最近よく使われますが、その意味は、自尊心と自店が回復して毎日の生活に  

希望と目標が蘇り、健康であったときと同じ喜びをもって自分の願いの実現  

に向けて努力を重ねてゆく生き方が実現されるこ 

このことを成し遂げるには、支援者に深い心理的経験と実力が備わっていな  

ければなりません。特に人の尊厳と権利に敏感な感覚をもち、鼓する相手に自  

尊心を回復させる能力が求められます。支援者が患者と家族に信頼されなけ  

れは、本当の回復はありえません。加えて社会資源の充実も必要です。社会の  

中で合理的配慮を受け、役割を与えられ、支援者に支えられながら経験を頼む  

うちに自膚が回復し、日々が豊かに幸せになるような支援を求めます。   

このような効果が市民の呂に明らかになると、世論の精神障害者に対する理  

解が深まり、支援体制の構築に支持が得られて改革がはかどるでしょう。  

この改革の過程で、人としての尊厳を守るためのチェック躁関を強化し、侵害さ  

れているケースがあれば直ちに救済するシステムの構築が必要です。障害が発  

生した人の権利を阻害する要素が医療機関や支援体制のなかに潜んでいないか  

どうか、I革害者権利条約に照らして点検し、本人の権利を守る仕組みが確保され  

るようにしなければ、国際的水準に達しない状態が温存されることになります。   

当事者と家族の支援に関することを決定する機関にほ、常に当事者と家族が  

参加して意見を表明できるようにし、最終的決定は当事者と家族の賛成が得ら  

れなければ成立Lないよう法律・制度が整えられることを求めます。  

国の精神保健と精神科医療の改革が進められるときにほ、その計画や進捗状況  

と成果を定期的に評価し、たゆみなく改善し続けるシステムも欠かせません。  

ももろん、当事者と家族が評価メンバーに加わります。  

私たちは、これらの精神保健と精神医療の改革に続いて、福祉、教育、啓発の分  

野でも新たな取り観みを始めます。   

この提言をきっかけに、日本の精神保健医療が根本的に見直され、国民のこ  

ころの健康が飛躍的に増進して希望と生き甲斐のある生活がすべての国民のう  

えに実現する日が来ることを、私たち当事者と家族は心から期待しています。  
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平鹿22年5月28日  

「こころの健康政策構想会議」当事者・家族重点金一同  
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‡．こころの健康政策構想会議とは  

政策提言とりまとめにむけた作業体制  

4月3日の発足式以後、こころの健康政策構想会議は、以下の3原則に基づいて当事者・家族・専  

門職等がともに協議を重ね、政策提言の作業を進めてきました。   

こころの健康政策構想会議3原則  

阜引こ、原則て「当番者や家族をはじめ国民のニーズを主軸に養えた改革」を実現すべく、作業プロ  

セスにおいても当聾者・家族の参加者のこ脚ズや視点が反映される仕経みづくりに努めました。  

当事者・家族葬具会  

計24名の当事者、家族から構成される「当事者・家族委貞会」は、当事者・家族のニーズに添った  

検討が各WG（ワーキンググループ）や提言起草委貞会で行われているかをチェックするととも  

に、そのニーズを打ち出す重要な役割を果たしました。各WGが全体会議で長峯をする際ほ、事  

前にこの「当事者・家族委員会」での議論を経ることをルールとしました。   

10のワーキンググループ（WG）  

集中的に作業を進めるために、10のワーキンググループ（WG）が作られまLた。各WGは、当事  

者・家族委員会、提言起草委貞会との連携しながら、重要テーマについての集中的な協議を重  

ね、報告書をまとめて座長に報告しました。   

10のワーキンググループ（WG）  

1」精神保健改革WG／2tアウトリーチ精神医轟WG／3．多職種チーム精神医療WG  

4．入院医療WG／5．専門精神医療WG／6．介護者（家族）支援WG／7．人材育成・研偉・諺定WG  

8．サービス評価WG／9．法律に関する整備WG／10．自費対策WG  

提言起草委具合  

各WGからの提案報告を受け、改革案提言起 こころの健離政策穣想会議全体屈  

草委員会は、当事者・家族委員会と連携しなが  

ら、提言のとりまとめ作業を進めました。提  

言起草委貞会の協議を踏まえた上で、座長が  

最終提言毒をまとめました。  

血扇Hd血Cmdpo芯町1ぷ血血  
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こころの健康政策構想会議の活動経過  

こころの健康政策構想会議▼全体会議（一般公開にて開催）  

4月 3日（土）  
12：00～17：00  

4月10日（土）  
13：00－17：00  

4月17日（土）  
13：00・－17：00  

4月24日（土〉  
13：00～17：00  

5月1日（土）  
13：00一・17：00  

5月 8日（土）  
13：00～17：00  

5月15日（土）  
13：00■｝17：00  

5月29日（土）  
15：00・－17：00  

第1国こころの健康政策構想会議（場所）：都立校訳病院体育館  
↑繁華鳶■欝轢薔隻語薫きよイ萎祭誓簸き倭七讃シー．丁・′    、二。．J                                          ∴Y≠∴澤㌣｛｛≠一昔‾て じご外く与菩だ・一局  

黄2回こころの健康政策構想会議（喝舶：都立松沢病院大会講堂  

第3国こころの健康政策構想会議 場所〉：都立松沢病院大会譲曇   

第4国こころの健康政策構想会議 場前：都立校訳病院大会諌皇  

幕5回こころの健康政策構想会議 場所）：クロスウェーブ東中野  

第6固こころの健康政策横想会議（埠所）：都立松沢病院大会讃堂   

蕎7回こころの健康政策構想会議 く場所）：都立松沢病院大会議監   

幕8国こころの健康政策構想会議†最終報告会（場所）蘭立松訳病院大会譲空  

こころの健康政策構想会議 当事者・家族委員会（計8回）※当事者・家族委員会と各WGによる集中協議  

4月10日（土）当事者・家族委員会（場所）瀾立㊥訳病院会講望  
10：00′・12：00  

4月17日（土） 当事者・家族委員会（場所）：都立松沢病院会講堂  
10：00■・12：00  

4月24日（土）当事者・家族委員会 博所）：都立松沢病魔会議室  
10：00～12：00  

5月1日（土） 当事者・家族委員会 場所）：クロスウェーブ東中野  
10：00～12：00  

5月 8日（土） 当事者・家族委員会 縛所）：都立松沢病院会藤堂  
11：00～12：00  

5月15日（土）当事者・家族委員会（場所）＝都立松沢病院会譲竜  
10：00－12：00  

中間報告とりまとめ検討会議  

5月1日（土）当事者・家族委員会 場所）：クロスウエーブ東中野  
19：30■－25：00  

当事者・家族垂鼻会 中間報告集中審査会※当事者・家族香魚会と各WG中間報告の審査  

5月 2日（日） 場所）：クロスウェーブ東中野   
9：30～15：00  

こころの健康政策構想会議 卓絶案検討会  

5月24日（土） 博軒：都立松沢病院大会議重  
15：00′・17：00   

期間中のWGの検討会議 開催回数 計37回（4月3日～5月29日）  

凄書起草葬具全 開催国数 計9固（4月3日－5月29日）  

刀血≡m血Hd血CDun¢止p軸hi血加  
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漫画解説  

「こころの健康政策を日本の基本政策に！」  

三大疾患にふさわしい精神保健医療改革で  

「こころの健康の危機を」克服できる  
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【付記】  

この解説漫画は、精神疾患のご豪族を祷つ  

漫画家である協力員・中村ユキ氏が、ボラ  

ンティアで作成し、「こころの健康政策構  

想会議」に捷供してくださったものです。  

朗適地山路立地CoundpoE▽Ⅰ最血血亡  
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